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第１ 審査会の結論 

 栃木県知事（以下「実施機関」という。）が行った公文書非開示決定

（文書不存在）は、妥当である。 

 

第２ 諮問事案の概要 

  １ 公文書の開示請求 

(1) 審査請求人は、実施機関に対し、栃木県情報公開条例（平成11年栃木

県条例第32号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定により、令

和２(2020)年10月８日付けで、次のとおり公文書開示請求（以下「本件

開示請求」という。）を行った。 

(2) 本件開示請求の内容 

平成○(○○)年Ｃ月Ｄ日、審査請求人は、栃木県県土整備部都市整備

課（以下「都市整備課」という。）に対して、Ｘ会Ｙ支部の○○○○長

はその地位に相応しくなく、適切な対応を求める旨を質問（以下「Ｃ月

Ｄ日付け質問」という。）したが、都市整備課はこの回答に当たり、顧

問弁護士に相談をしている。当然弁護士相談記録が作成されていると思

う。これを開示ください。 

２ 本件開示請求に対する実施機関の処分 

実施機関は、本件開示請求の内容から、第４の１のとおり審査請求人が

主張したため、対象公文書を審査請求人のＣ月Ｄ日付け質問への回答に当

たり、都市整備課が平成○(○○)年Ｃ月Ｅ日に顧問弁護士相談（以下「Ｃ

月Ｅ日弁護士相談」という。）を行った際の弁護士相談記録で、都市整備

課が翌日付けで作成した弁護士相談報告書（以下「報告書Ａ」という。）

以外に作成された記録書であると判断した上で、本件開示請求の対象とな

る公文書は作成又は保有していないことから、令和２(2020)年10月22日付け

で、条例第11条第２項の規定により公文書非開示決定（以下「本件処分」

という。）を行った。 

３ 審査請求 

審査請求人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（平成26年法律

第68号）第２条の規定により令和２(2020)年10月26日付けで実施機関に対

し審査請求（以下「本件審査請求」という。）を行った。 

４ 諮問 

実施機関は、本件審査請求について、条例第19条第１項の規定により令

和３(2021)年３月19日付けで栃木県行政不服審査会（以下「審査会」とい

う。）に諮問した。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 
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１ 審査請求の趣旨 

公文書を隠ぺいしたと考えられる。非開示決定の取消しを求める。 

２ 審査請求の理由等 

  審査請求書及び反論書によれば、おおむね以下のとおりである。 

(1) 都市整備課が行ったＣ月Ｅ日弁護士相談の報告書は、２通作成され

たと考えられる。 

   １通は報告書Ａであるが、これは都市整備課内の伺い用に作成され

たものである。 

   もう１通は、弁護士が弁護士倫理規定に沿って発言した内容が記載

された報告書（以下「報告書Ｂ」という。）が作成されていると考え

る。 

   本件開示請求に対して、実施機関は本来であれば報告書Ｂを開示し

なければならないが、報告書Ｂを開示したくないため作成していない

こととしたものと推理され、このような行為は、正当ではない。 

(2) 都市整備課が作成した平成○(○○)年Ｆ月Ｈ日付けの弁護士相談報

告書（以下「Ｆ月Ｈ日付け報告書」という。）には、審査請求人のＣ

月Ｄ日付け質問への回答について、顧問弁護士から回答文書について

の助言を受けた旨が書かれている。 

したがって、助言内容が記録されていると考えられ、助言内容を記載

した弁護士相談書が存在するものと考える。 

(3) 都市整備課は、弁明書で都市整備課が行った弁護士相談の内容は、

友の会宇都宮支部の研修委員長がその役職にあることについて県とし

て是認し得ないような事実が確認できたかどうかについてのみであっ

た旨を主張するが、Ｆ月Ｈ日付け報告書には(2)のとおり弁護士から回

答文書についての助言を受けた旨の記載があるため、都市整備課はう

その主張をしている。 

 

第４ 実施機関の主張要旨 

弁明書及び意見聴取によると、おおむね次のとおりである。 

１ 本件開示請求に係る対象公文書の特定について 

実施機関は、本件開示請求は審査請求人が開示請求書を提出時に「報

告書Ａの弁護士相談報告書ではなく、Ｃ月Ｅ日弁護士相談を行った際の

別の弁護士相談記録の開示を求める」旨を主張したことから、「都市整

備課が行ったＣ月Ｅ日弁護士相談に関して、報告書Ａ以外に作成された

記録書」を求めたものと判断した。 

２ 対象公文書の不存在について 

(1) 都市整備課では、Ｃ月Ｅ日弁護士相談の結果について報告書Ａのみを
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作成したのであり、その他には特段弁護士相談記録書を作成していない

ため、対象公文書不存在として非開示決定を行った。 

(2) Ｃ月Ｅ日弁護士相談は、「Ｘ会Ｙ支部の○○○○長がその役職にあ

ることについて、県として是認し得ないような事実が確認できたかど

うか」についてのみ相談したものであり、顧問弁護士からは報告書Ａ

に書かれた内容の助言しか受けなかったため、報告書Ａとは別に課内

協議用等のための弁護士相談記録等を作成する必要はなかった。 

したがって、報告書Ａの文書とは別の報告書Ｂは、作成していない。 

 

第５ 審査会の判断 

１ 判断に当たっての基本的な考え方 

(1) 条例は、地方自治の本旨にのっとり、県民に公文書の開示を請求する

権利を保障することにより、県が県政に関し県民に説明する責務を全う

するようにするとともに、県民の県政への参加を推進し、もって一層公

正で開かれた県政の実現に寄与することを目的に制定されたものであり、

公文書は原則公開の基本理念の下に解釈し、運用されなければならない。 

(2) 行政不服審査法第２条は、「行政庁の処分に不服がある者は、（略）

審査請求をすることができる。」と規定しており、審査請求の対象は

「行政庁が行った処分」である。 

「行政庁の処分」とは、「逐条解説行政不服審査法（総務省行政管理

局）」によれば「行政庁が国民に対する優越的な地位に基づき、人の権

利義務を直接変動させ、又はその範囲を確定する効果を法律上認められ

ている行為など人の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為をいう」

ものであり、本件審査請求では、公文書開示請求に対して「非開示決定」

を行った本件処分がこれに該当し、審査請求の対象である。 

したがって、本件処分以外を審査請求の対象とすることはできず、審

査会の審査事項も本件処分の違法性及び不当性の判断に限られる。 

(3) 審査会は、(1)及び(2)の基本的な考え方に立って県民等の公文書の開

示を請求する権利が侵害されることのないよう条例を解釈して本件諮問

事案を調査審議し、本件処分について、以下のとおり判断するものであ

る。 

２ 対象公文書特定の妥当性について 

条例第２条第２項において、開示請求の対象である公文書について、

実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書等である旨規定している。 

これを踏まえて、上記第４の１で実施機関が行った対象公文書の特定

について、以下検討を行う。 

(1) 本件開示請求の内容から、対象公文書は、都市整備課が行ったＣ月
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Ｅ日弁護士相談の相談結果を記録した報告書Ａではない公文書である

と考えられる。 

(2) これに対して、実施機関が、対象公文書を「都市整備課が行ったＣ

月Ｅ日弁護士相談に係る相談記録書で、報告書Ａ以外のもの」と特定

したことに不合理な点はなく、審査請求人の求める文書と実施機関の

解釈とに相違点は認められないことから、実施機関の対象公文書の特

定は、妥当である。 

３ 対象公文書の不存在について 

条例第11条第２項は、開示請求に係る公文書を保有していないときは開

示をしない旨の決定をしなければならないと規定しているため、実施機関

の上記２で特定した対象公文書を保有していないという主張について検討

する。 

(1) 審査請求人は、都市整備課が行ったＣ月Ｅ日弁護士相談の結果につ

いて、報告書Ａとは別に弁護士が弁護士倫理規定に沿った発言内容が記

載された報告書Ｂが作成されているはずである旨主張する。 

(2) 審査会が都市整備課に意見聴取したところ、都市整備課がＣ月Ｅ日

弁護士相談で弁護士に確認した内容は、○○○○長がその役職にあるこ

とについて県として是認できないような事実が確認できたかどうかに

ついてのみであり、相談の結果について作成した公文書は報告書Ａのみ

である旨の説明を受けた。 

(3) 弁護士相談に係る記録書とは、弁護士に質問や相談した内容、それ

に対する弁護士の回答や助言内容が含まれるものと考えられるところ、

報告書Ａにはこれらのことが記載されており、Ｃ月Ｅ日弁護士相談の

概要を確認することができる。 

(4) 内部報告書である弁護士相談報告書について、都市整備課がＣ月Ｅ

日弁護士相談の結果に関して、報告書Ａとは別に審査請求人のいう報

告書Ｂのようなものを作成する必要性も特段うかがえない。 

よって、報告書Ａ以外には弁護士相談記録は作成していないという都市 

整備課の主張に不自然な点は認められない。 

４ 審査請求人のその他の主張について 

(1) 審査請求人は、都市整備課作成のＦ月Ｈ日付け報告書には「弁護士

から回答文書についての助言を受けた」との記載があり、第４の２(2)

の「Ｃ月Ｅ日弁護士相談は、○○○○長がその役職にあることについ

て、県として是認できないような事実が確認できたかどうかのみを相

談した」との主張と相違する旨や、回答文書に係る助言の内容を記録

した弁護士相談記録書が存在する旨を主張する。 

しかしながら、Ｆ月Ｈ日付け報告書は、都市整備課が平成○(○○)
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年Ｃ月Ｅ日とは別の日の同年Ｆ月Ｇ日に行った弁護士相談の内容が記

載されたものであるため、報告書ＡとＦ月Ｈ日付け報告書の記載内容

が異なるのは不自然ではなく、審査請求人の(1)の主張は、妥当ではな

い。 

(2) 審査請求人は、報告書ＡやＦ月Ｈ日付け報告書は栃木県法律相談運

営要領に沿った報告書の書き方をしていない旨を主張するが、それら

の報告書の記載形式の適否は、本件処分に対する審査会の判断に影響

しない。 

５ 結論 

  以上のことから、審査会は、冒頭の「第１ 審査会の結論」のとおり判

断する。  
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審査会の処理経過 

審査会の処理経過は、次のとおりである。 

年 月 日 処   理   内   容 

令和３(2021)年３月19日 ・諮問庁から諮問書を受理 

令和３(2021)年９月24日 

（第46回審査会第１部会） 

・事務局から経過概要の説明 

・第１回審議 

令和３(2021)年10月22日 

（第47回審査会第１部会） 

・実施機関の意見聴取 

・第２回審議 

令和３(2021)年11月26日 

（第48回審査会第１部会） 

・審査請求人の意見陳述 

・第３回審議 

令和３(2021)年12月24日 

（第49回審査会第１部会） 
・第４回審議 
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